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論文の内容の要旨

　本論文は，江戸後期漢字音研究における韓語利用の実態を解明するとともに，それを通してその歴史的経緯を

明らかにしようとするものである。

　本屠宣長以降を江戸後期ととらえると，太田全斎・行智・白井寛蔭・黒川春村など江戸後期を代表する漢字音

研究者の研究には等しく韓語が取り入れられている。本論文は，初めに，彼ら個々人における韓語のとらえ方，

その利用の仕方，利用の内容などを究明し，そして，その結果を踏まえて，韓語利用の進展を追及し，最終的に

は文化史的な背景を考慮しながら日本漢字音研究史におけるその位置づけを試みている。

　本論文は，九章で構成されている。

　　　第一章　序　論

　　　第二章資料一江戸後期漢字音研究に見られる韓語一

　　　第三章　太田全斎と韓語

　　　第四章　行智と韓語

　　　第五章　白井寛蔭と韓語

　　　第六章　黒川春村と韓語

　　　第七章　江戸後期漢字音研究における韓語

　　　第八章　江戸期日本における韓語

　　　第九章　結　論

　「第一章　序論」では，本論文の目的や構成，また先行研究をまとめている。そして，江戸後期漢字音研究は

『韻鏡J至上主義の深化とともに申国音以外の外国音にも目を向けるようになったが，韓語利用についてはなお

解明されていない多くの課題が残されていることを指摘している。

　ジ第二章　資料」では，全斎・行智・寛蔭・春村四人の研究書の申から韓語が取り入れられているものを取り

上げ，彼らが『類合』や『訓蒙字会Jを通して朝鮮漢字音を参看していることや，行智や寛蔭は『訓蒙字会』の

「凡例」の部分を解説していることなどからこの書が時には韓語学習書として用いられていたと考えられること

など述べ，そして，日本には『類合』や『訓蒙字会』の早い時期の異本が多数残されていることと，『類合』や

r訓蒙字会』の内容を重ね合わせると，江戸後期漢字音研究者がこの両書に注目したのは自然の成り行きだった

と考えられることなどを論述している。
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　「第三章　太田全斎と韓語」では，彼の代表作置漢呉音図』を取り上げて，彼の韓語利用の手法や，その裏付

けとなっている理論などについて考察している。すなわち，全斎は，ハングルを仮名ド置き換える時には原則と

して仮名反切法を用いるが，それで解決がつかない場合は相通説などを導入して彼の理想とする漢字音を導こう

としていること，彼の韓語利用の最終的な目的はそれを「原音」の典拠とするところにあったことなどを明らか

にしている。

　「第四章　行智と韓語」では，行智の著の中の，ガ悉曇字記真釈諺談』，『梵漢対訳字類編』，『諺文孜』，『諺文

解』を取り上げて，彼の韓語利用の特色について考察している。すなわち，これら行智の主著を通してみると，

彼が自分の学問の地盤である悉曇学の理論に基づき韓語を理解しようとしていたことや，ハングルのシステムが

梵字のそれと類似していると認識し，韓語の悉曇の枠のなかで解釈していたことなどが知られるとしつつ，『訓

蒙字会3の韓語の解釈におけるポ韻鏡』使用の可能性を示唆している。

　「第五章　白井寛蔭と韓語Jでは，寛蔭の著の中で『類合3や『訓蒙字会』の参看が見られるガ音韻仮字用例』

や，『朝鮮諺文類合3及び，『朝鮮諺文字会』を取り上げて彼の韓語利用について考察している。すなわち，この

三書を分析してみると，寛蔭は朝鮮漢字音をそのまま利用する時はもちろんのこと，韓語そのものを解釈する時

にも韓語を漢字に置き換え，その漢字を『韻鏡J図上において呉音と関違づけるなど，一貫して『韻鏡Jと照ら

し合わせつつ韓語を利用していたことを述べている。

　第六章「黒川春村と韓語」では，『音韻考証』と『喉内韻字弁』を取り上げて，彼の韓語への理解とその利用

法を明らかにしている。すなわち，春村は，『韻鏡』に基づいて韓語を理解しようとし，その結果朝鮮漢字音と

日本呉音とが類似しているという知見を得たことや，彼はこれに基づいて韓語を呉音研究の参考ないし支えとし

て引証としたことなどの事実が認められることを指摘するとともに，彼の韓語利用が完全に『韻鏡』中心に行わ

れていることを指摘している。

　「第七章　江戸後期漢字音研究における韓語」では，第二章から第六章までの考察を踏まえて，彼らを通して

見られる韓語利用の進展の実態をまとめるとともに，それと漢字音研究の展開との関連について論じている。そ

の内容は以下の通りである。

　全斎は，本居宣長の外国音蔑視に逆行して朝鮮漢字音や梵音などを漢字音の研究に積極的に取り入れた。ただ，

全斎の韓語の解釈は従前の日本漢字研究における論理に基づき行われたため，仮名反切の多用など便宜主義的な

傾向が強かった。その意味において，相通説を徹底的に否定しつつ，『訓蒙字会』そのものに即して韓語を理解

しようとしていた行智は，韓語利用に新たな道を切り開いたということになる。ただし，彼の場合も仮名のレベ

ル手こおける韓語の取り扱いに終始しており，また悉曇中心の見方も何ら進展をもたらさなかった。なお，韓語を

『韻鏡3で分析しようとした点も彼の特徴の一つとして特筆される。一方，寛蔭に至ると，もっぱら『韻鏡Jに

依拠して韓語を理解し利用している。このような転換は江戸期漢字音研究全体に渡って見られる研究方法と軌を

一にする。なお，春村は『韻鏡』に基づく方法をさらに深化徹底させたが，過度な理論化，演緯化のため具体的

な韓語利用の道が閉ざされてしまった。

　「第八章　江戸期日本における韓語」では，江戸後期の漢字音研究者が韓語に着目するようになった文化史的

ないし社会的背景を追究している。すなわち，江戸期における日朝両国問の交流は鎖国政策の枠外にあったこと

から日本では韓語に言及する書が多数出版されたり韓語教科書が紹介されたりしたこと，その傾向は前期より後

期において著しかったこと，したがって，当代，特に後期の言語研究者は韓語に容易に接しうる環境におかれて

いたこと，このような情況の中で江戸後期漢字音研究者はおのずと韓語をみずからの研究に取り入れるようになっ

たことなどを指摘している。

　「第九章　結論」では，前章までの検討を踏まえて，江戸期漢字音研究史において韓語の利用がどのように位

置づけられるのかについて論じるとともに，その後の韓語利用の漢字音研究についても言及している。すなわち，

江戸後期漢字音研究における韓語の利用は，日朝文化交流深化の一環として行われたものであるが，これは新し
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い研究法の導入を意味すること，そして，それなりの成果をもたらしたものの『韻鏡』による音の策定に終始し

ていた当時の漢字音研究にあっては，結局既定事実の追認の域にとどまったこと，一方，このような研究は明治

期に引き継がれることはなかったこと，それは韓語に対する関心の的が西洋比較言語学の影響により系統論の方

に移っていったためであることなどを述べている。

審査の結果の要旨

　江戸期において一大隆盛期を迎えた日本漢字音研究の語学史的な研究は，明治期以降かなり精力的い進められ

きた。しかしながら，それはもっぱら『韻鏡Jを中心とした呉音・漢音研究の足跡を追う段階にとどまっていた。

　このような情況のもとで，本論文は，後期を代表する漢字音研究者においては韓語利用という新たな研究手段

が採用されたことを指摘し，その実態を解明した上で，日韓文化交流史を背景に置いてその語学史的な位置づけ

を試みている。もとより江戸期における日本漢字音研究書はおびただしい数にのぼる。また，江戸期漢字音研究

を貫くいわば鳥敵図がなければ韓語利用のユニークさを見抜くことはできない。すなわち，問題の設定自体にお

いて，本論文が地道で綴密な調査と優れた着眼力とによって裏打ちされていることが知られる。

　研究方法は実証に徹している。資料から具体的な証左を逐一引いて一歩一歩論証を進めそして，その一つ一つ

の論証を積み重ねて結論を導いている。このような説得力に富んだ論述により，本論文の研究目的は十分達せら

れていると判断される。

　以上，本論文は，従来等閑視されてきた研究分野を切り開き，今後におけるこの分野の研究の礎を築くものと

評価される。なお，いくつか新資料の発掘もしているが，これもまた特筆されるべきものである。

　ただ，漢字音研究自体の分析に比べると，文化史的背景への考察がやや大まかで迫力に欠ける。今後，さらに

この方面の研究を続けていくことが望まれる。

　よって，著者は博士（言語学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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